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ナレーション 

 

 

この動画では、薬局向けに、電子処方箋の新しい機能を解説いたします。 

既に電子処方箋を導入いただいた薬局におかれては、お使いのシステムが本機能に対応し

ているかをシステム事業者様へご確認ください。 

 

追加機能のうち大きなものは、電子処方箋でリフィル処方箋が発行・調剤可能になること、

調剤予定の薬剤と重複投薬等の恐れがある薬剤情報を口頭同意で確認可能になること、マ

イナンバーカードを活用した電子署名、の３つです。 

 

その他のアップデートは令和５年 11 月公開の運用マニュアルをご覧ください。運用マニュ

アルへのリンク先は動画概要欄に掲載しています。 

 

 

まずは、電子処方箋で発行されたリフィル処方箋に基づく調剤について説明いたします。 

 

これまで、リフィル処方箋は、従来どおりの紙の処方箋でしか発行できませんでした。 

これからは、リフィル処方箋も電子処方箋、紙処方箋のいずれでも発行できるようになり、

電子処方箋管理サービスに処方・調剤情報を登録できるようになります。 

薬局においても、調剤体制の整備、調剤結果登録をお願いいたします。 

 

リフィル処方箋とは、症状が安定している患者さんに対して、医師の処方により医師及び薬

剤師の適切な連携の下で、一定期間内に、最大３回まで反復利用できる処方箋です。 

 

まずはじめに、リフィル処方箋を紙の処方箋で応需する場合と電子処方箋で応需する場合

の違いを説明いたします。 

 

処方箋の受付や返却時、リフィル処方箋を紙処方箋で応需する場合は、調剤１回ごとに患者

さんが処方箋を持参し、薬剤師から都度その処方箋を返却する必要があります。 

一方、リフィル処方箋を電子処方箋で応需する場合は、処方箋は電子処方箋管理サービスに

あるため、患者さんは処方箋を持参する必要がありません。また、薬剤師は患者さんに処方

箋を返却することもありません。 

 

次回調剤予定日の伝達方法にも違いがあります。 



リフィル処方箋を紙処方箋で応需する場合は、薬剤師は処方箋原本に次回調剤予定日を記

入し患者さんに返却します。患者さんは処方箋を見て予定日を確認します。 

一方、リフィル処方箋を電子処方箋で応需する場合は、薬剤師は口頭を含む任意の方法で次

回調剤予定日を伝達します。患者さんはその場でメモを取らなくとも、マイナポータルから

任意のタイミングで予定日を確認できます。 

 

最後に処方箋原本の保存などの違いです。 

リフィル処方箋を紙処方箋で応需する場合は、最終調剤を行った薬局が原本である紙処方

箋を回収し、保存します。 

一方、リフィル処方箋を電子処方箋で応需する場合は、薬局では調剤１回ごとに電子処方箋

管理サービスに調剤結果を登録します。最終調剤を行った薬局は、電子処方箋のデータファ

イルを原本としてデータで保存します。 

 

先ほどの違いを、フローに沿ってご紹介します。 

まずは従来のリフィル処方箋を紙処方箋で応需する場合の対応フローです。 

患者さんは来局するたびに紙の処方箋を薬局に持参し、マイナンバーカードもしくは健康

保険証で受付をします。薬局では、体調、服薬状況等を確認の上、調剤・薬剤交付等を行う

とともに、次回調剤予定日を処方箋に記入して患者さんに返却します。最終調剤時には、患

者さんから処方箋原本を回収します。 

 

続いて、リフィル処方箋を電子処方箋で応需する場合の対応フローです。 

患者さんがマイナンバーカードで受付する場合、カードリーダーで該当の処方箋を選択し

てもらいます。健康保険証で受付する場合は、引換番号を確認します。 

体調、服薬状況等を確認の上、調剤・薬剤交付等を行うとともに、調剤１回毎に調剤結果を

電子処方箋管理サービスに登録し、次回調剤予定日を任意の方法で患者さんに伝えます。 

 

最後に、リフィル処方箋の電子処方箋対応薬局で、リフィル処方箋を紙処方箋で応需する場

合の対応フローです。 

患者さんは来局するたびに紙の処方箋を薬局に持参し、マイナンバーカードもしくは健康

保険証で受付をします。 

体調、服薬状況等を確認の上、調剤・薬剤交付等を行うとともに、次回調剤予定日を処方箋

に記入して患者さんに返却するところまでは、従来の紙処方箋での調剤と同じです。紙処方

箋での調剤と異なる点としては、調剤後、調剤１回毎に調剤結果を電子処方箋管理サービス

に登録する必要があることです。 

 

調剤後の処方箋の取り扱いの違いについてまとめています。 



 

フローでご覧いただいたように、リフィル処方箋の発行形態として電子処方箋を選択いた

だくことで患者さんにとってもメリットがあります。 

１つ目は、患者さん自身での処方箋の保管が不要になるため、処方箋の有効期間の途中で処

方箋を失くしてしまう心配がなくなることです。 

 

2 つ目は、患者さんが次回調剤予定日を忘れてもマイナポータルから確認できることです。 

患者さんはマイナポータルを開くだけで、手軽に、次回調剤予定日を確認することができま

す。 

 

3 つ目は、電子処方箋に対応した薬局では、調剤結果を１回毎に登録するため処方・調剤情

報をリアルタイムに共有できることです。重複投薬等チェックに活用しやすくなり、より安

心・安全な医療につながります。 

 

より安心・安全な医療の提供や、患者さんの利便性向上につながる電子処方箋を、ぜひ患者

さんへ推奨ください 

 

患者さんが電子処方箋でリフィル処方箋の処方・調剤を受けるためには、医療機関・薬局が

ともに、電子処方箋と電子処方箋のリフィル処方箋機能に対応していることが必要です。 

患者さんに向けての目印になるように、ステッカーを貼ったポスターを施設内の目立つ箇

所へ掲示するようにお願いいたします。 

周知素材に関しては、概要欄記載のリンク先からダウンロードしてご活用いただけます。 

 

 

次に、口頭同意による、調剤予定の薬剤と重複投薬等の恐れがある薬剤情報の確認について

説明いたします。 

 

患者さんから口頭等で同意を得ることで、調剤予定の薬剤と重複投薬や併用禁忌の恐れが

ある薬剤の情報を確認できるようになります。 

 

口頭同意による過去の薬剤情報の閲覧とは、患者さんが健康保険証で受付を行った場合や、

顔認証付きカードリーダーで「過去の薬剤情報の提供」に同意しなかった場合でも、重複投

薬等チェックで重複投薬・併用禁忌が疑われた際に、患者さんから口頭等で同意を得ること

で、調剤予定の薬剤と重複投薬や併用禁忌の恐れがある薬剤の情報に限り確認できるよう

になる仕組みです。 

 



これまで、受付時に患者さんが顔認証付きカードリーダーで「過去の薬剤情報の提供」に同

意しなかった場合、または健康保険証で受付した場合は、重複投薬等チェックで重複投薬・

併用禁忌が疑われても、患者さんが服用している薬をシステム上で確認できず、薬剤師は患

者さんからの聴き取りやお薬手帳から服用中の薬を確認していました。 

 

これからは、重複投薬等チェックでアラートが出た場合、患者さんから口頭等で同意を得る

ことで、患者さんが服用している薬剤のうち調剤予定の薬剤と重複投薬・併用禁忌の可能性

がある薬剤に限り、電子処方箋管理サービスから確認できるようになります。 

なお、口頭等で同意を得られた際は、薬局のシステムにおいて、口頭同意を取得した旨の記

録を残す必要があります。 

 

最後に、マイナンバーカード利用推奨のお願いです。 

重複投薬等チェックでアラートが出た際に患者さんから同意を得ることで、重複投薬や併

用禁忌のアラートの原因の薬剤に限り電子処方箋管理サービスから確認できるようになり

ますが、患者さんの状態をより正確に把握し、より良い医療を提供するためにも、マイナン

バーカードでの受付を患者さんに推奨いただくようお願いいたします。 

 

なお、厚生労働省では、薬局から患者さんへご説明しやすいよう、資材を作成しています。

重複投薬等チェックのアラートが発生し患者さんへ同意を求める際のリーフレットとして、

または予め施設内に掲示いただき、同意を求める場合があることを周知するポスターとし

てもご活用いただけます。 

周知素材に関しては、概要欄記載のリンク先からダウンロードしてご活用いただけます。 

 

 

最後に、マイナンバーカードを活用した電子署名について説明いたします。 

 

これまで、電子処方箋を発行するためには、物理的に HPKI カードを用いた署名方式、カー

ドを用いない署名方式の所謂カードレス署名の２つが利用可能でした。 

これらに加えて、薬剤師のマイナンバーカードを活用した電子署名ができるようになりま

す。 

 

マイナンバーカードを活用した電子署名とは、薬剤師が自身のマイナンバーカードを HPKI

の仕組みと紐付けることで、電子処方箋を応需する際に、マイナンバーカードで薬剤師とし

ての電子署名をできるようにする仕組みです。 

 

マイナンバーカードを活用した電子署名のメリットを３つご紹介します。 



 

１つ目は、自身のマイナンバーカードで HPKI の仕組みを活用し、薬剤師としての電子署

名ができるようになることです。 

 

２つ目は、マイナンバーカードを活用した電子署名では、マイナポータル経由でオンライン

で利用申請が可能となることです。また、現在提出を求めている住民票（写）や身分証のコ

ピー等が不要になります。 

 

３つ目は、これまでの紙での申請と比較して、オンラインでの利用申請から電子署名が利用

できるまでの時間が短縮されることです。 

 

次に、マイナンバーカードを活用した電子署名の利用申請と、それを活用した業務のイメー

ジをご説明します。 

 

まず、利用申請についてです。薬剤師自身がマイナポータルアカウントから事前に利用申

請を行います。 

それにより、マイナンバーカードの情報が HPKI 認証局に連携されます。 

HPKI 認証局は、マイナンバーカードの情報を紐付けてスマートフォンの生体認証で

HPKI の仕組みを利用するための情報等を、薬剤師自身のマイナポータルアカウントに発

行します。 

 

マイナポータルアカウントで発行が完了したことのお知らせが届いた後、マイナンバーカ

ードを活用して電子署名が可能となります。 

 

システムログイン時に、マイナンバーカードではなく、スマートフォンの生体認証を利用す

る可能性がある場合は、発行完了のお知らせが届いたら、速やかに、スマートフォンと電子

証明書の紐付けを行ってください。 

紐付けたスマートフォンを使って、電子署名が可能になります。 

 

次に、電子署名を活用した日々の業務のイメージです。 

 

まず、薬局システムにログインし、１日１回、マイナンバーカードを IC カードリーダーに

かざして PIN を入力するかスマートフォンの生体認証を行います。 

 

服薬指導のあと、調剤結果の入力と登録を行います。 

調剤結果登録の際には、登録時に薬局システム内で自動でHPKI電子署名が付与されます。 



付与される HPKI 署名情報には、現住所などの個人情報は含まれていませんので、薬剤師

のプライバシーにも配慮されています。 

 

マイナンバーカードを活用した電子署名では、これまでと比較して利用申請がオンライン

で簡単にできるようになるとともに、HPKI カードやスマートフォンを利用したこれまでの

業務フローと変わりなく電子処方箋に基づく調剤を行うことができます。 

 

 

電子処方箋追加機能の説明は以上となります。ご視聴ありがとうございました。 

関連情報への各種リンクは下部の動画の概要欄からアクセスすることもできますので是非

ご活用ください。 

 


